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【手続補正書】
【提出日】令和3年8月3日(2021.8.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スポーク区画と、バレル区画とを含む、２つの部品からなる、成形されたホイールであ
って、
　前記スポーク区画及び前記バレル区画は、当該ホイールのドロップセンターで接合され
る、
　ホイール。
【請求項２】
　前記スポーク区画及び前記バレル区画は、相補的な噛合面を有する、請求項１に記載の
ホイール。
【請求項３】
　前記スポーク区画又は前記バレル区画の前記噛合面は、前記噛合面から延びる複数のス
ペーサを含む、請求項２に記載のホイール。
【請求項４】
　前記スペーサは、２．５４センチメートルの０．００５～０．０６０の間の高さを有す
る、請求項３に記載のホイール。
【請求項５】
　前記バレル区画は、前記バレル区画から延びる複数のスペーサを含む、請求項３に記載
のホイール。
【請求項６】
　前記スペーサは、２．５４センチメートルの０．００５～０．０６０の間の高さを有す
る、請求項３に記載のホイール。
【請求項７】
　前記スポーク区画及び前記バレル区画は、重ね継手を介して接合される、請求項１又は
５に記載のホイール。
【請求項８】
　当該ホイールは、複合材料を含む、請求項１に記載のホイール。
【請求項９】
　第１の区画と、第２の区画とを含む、２つの部品からなるホイールであって、
　当該ホイールは、その幅に亘って異なる直径の領域を含み、前記第１の区画及び前記第
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２の区画は、最小の直径を備える当該ホイールの領域で接合される、
　ホイール。
【請求項１０】
　前記第１の区画及び前記第２の区画は、相補的な噛合面を有する、請求項９に記載のホ
イール。
【請求項１１】
　前記第２の区画は、前記第２の区画から延びる複数のスペーサを含む、請求項１０に記
載のホイール。
【請求項１２】
　前記スペーサは、２．５４センチメートルの０．００５～０．０６０の間の高さを有す
る、請求項１１に記載のホイール。
【請求項１３】
　前記第１の区画及び前記第２の区画は、重ね継手を介して接合される、請求項９に記載
のホイール。
【請求項１４】
　当該ホイールは、複合材料を含む、請求項９に記載のホイール。
【請求項１５】
　１つ又はそれよりも多くのホイールスタッド孔を更に含み、１つ又はそれよりも多くの
インサートが、前記１つ又はそれよりも多くのホイールスタッド孔に近接する、請求項９
に記載のホイール。
【請求項１６】
　一体的なビーズバンプを含む、請求項９に記載のホイール。
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